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週休２日工事特記仕様書【建築・建築設備工事】 

 

本仕様書は週休２日対象工事に適用する。受注者は、次項（１）から（11）までを実施するものとす

る。また、令和８年３月１日以降に公告する工事から適用する。 

 

（１）週休２日の考え方（用語の定義） 

１）週休２日 

①完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、土曜日及び日曜日を現場閉所（現場

休息）に指定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

②週単位の週休２日とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所

（現場休息）日とし、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。ただ

し、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、

当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。 

③月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を

行ったと認められる状態をいう。 

④通期の週休２日とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認めら

れる状態をいう。 

２）対象期間 

現場着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から現場施工が完了する日（後片付け期間は含

まない）までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施し

ている期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容

に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を

含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

４）現場休息 

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が

無い状態をいう。 

 

（２）週休２日の達成基準 

１）週単位の週休２日 

週単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、日曜日から土曜日までの７日

間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が２日以上の水準に達していることをもっ

て判断する。ただし、対象期間内の７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合

計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。 

２）月単位の週休２日 

月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日の割合（以

下、「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5％以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上
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の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合

計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば達成しているとみなす。 

３）通期の週休２日 

通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5％（８日/28日）以上の水

準に達していることをもって判断する。 

※発注者が指定する週休２日状況によらず、通期の週休２日は必ず達成しなければならない。 

 

１）及び２）において、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない場合は、上記の「土

曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。週単位の週休２日に取り組む場

合において、現場閉所（現場休息）日を変更する場合には同一の週内において変更するものとする。

また、週を日曜日から土曜日までの７日間とすることで、同一の週内における現場閉所（現場休息）

日の変更が困難な場合は、工事着手前に受発注者間の協議により、週の定義を決定する。 

２）及び３）における現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含むものとす

る。 

１）から３）において、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日や猛暑による作業不

能日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

 

現場閉所（現場休息）率は、以下の算定式を基に算出する。 

 

（対象期間（対象月）内の休日数） 

現場閉所（現場休息）率 ＝                      ×100 

（対象期間（対象月）内の総日数） 

 

※現場閉所（現場休息）率は、小数点第２位を四捨五入して小数点第１位とする。 

 

 

（３）週休２日工事の実施の記載 

受注者は、総合施工計画書に週休２日工事を実施する旨を記載する。 

なお、発注者が指定する週休２日の取組が実施困難な場合は、工事着手前に受発注者間協議を行うこ

ととし、その内容を総合施工計画書に反映させ、適切に変更契約をする 

 

（４）現場閉所（現場休息）予定日の設定 

１）受注者は、現場着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から現場施工が完了する日（後片付

け期間は含まない）までの期間において、現場閉所（現場休息）予定日を設定し、実施工程表等

（自由書式）を工事着手前までに総合施工計画書と併せて監督員へ提出する。（情報通信技術の

活用可） 

２）設定にあたっては、静岡県内の公共工事において毎週土曜日を一斉休工とする“ふじ丸デー”の

取組みを静岡市も賛同して実施しているため、そのことに配慮すること。また、分離発注工事に
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おいては受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）予定日を調整

すること。なお、現場閉所（関連工事全体で現場を閉所）での予定日設定を基本とする。 

３）受注者は、工事着手前までに現場閉所（現場休息）の予定日が設定された実施工程表等を現場内

に掲示して、工事関係者が休日等の予定をたてやすくなるように努めること。ただし、資材納

入、交通誘導、調査業務、運搬業務等にかかる建設工事の請負契約に該当しない関係者等につい

ては対象としない。 

 

（５）工事間調整 

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内

装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工事の進捗に影響が出ないように、各工事間

の調整を適切に実施する。 

 

（６）災害対応時等の措置 

受注者は、降雨、降雪、猛暑等による予定外の現場閉所（現場休息）に伴って現場閉所（現場休

息）予定日を変更する場合のほか、地元対応や関係機関からの要請、災害対応等により、やむを得ず

現場閉所（現場休息）予定日を変更する場合は、予定が確定した時点で速やかに現場閉所（現場休

息）予定日を再設定し、工事関係者への周知を図ること。また、再設定した実施工程表等を速やかに

監督員へ提出する。（情報通信技術の活用可） 

 

（７）実施内容の報告 

受注者は、現場閉所（現場休息）の実績について、対象期間（週毎、月毎または各始期日から28日

間）と現場閉所（現場休息）の実績日を明確にし、週単位及び月単位の週休２日は翌月10日以内、通

期の週休２日においては各対象期間後７日以内（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）に監督員へ

提出する。（情報通信技術の活用可） 

なお、週単位の週休２日は、発注者から提出が求められた場合には必要な都度提出する。 

 

（８）実施困難な場合の対応 

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間

協議を行うこととする。 

 

（９）工事費の積算方法 

当初の予定価格において、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単

価、補正市場単価、単位施工単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費に

以下に掲げる週単位または月単位の週休２日の補正係数を乗じた補正を行うものとする。なお、交通

誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

完成時における現場閉所（現場休息）の実績状況より、発注者が指定する週休２日状況に満たない

場合は、現場閉所（現場休息）の実績状況に応じた補正係数を用いて変更契約（減額変更）を行う。
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なお、発注者から月単位の週休２日と指定されている工事においては、工事完成時に週単位の週休２

日の達成基準を満たした場合であっても変更契約（増額変更）の対象としない。 

 

現場閉所（現場休息）の状況 労務費に乗じる補正係数 現場管理費に乗じる補正係数 

週単位の週休２日 １．０２ １．０１ 

月単位の週休２日 １．０２ － 

通期の週休２日 － － 

 

また、市場単価と補正市場単価は、本特記仕様書 表１、表２、表３の補正率を用いた以下の式に

より補正する。 

 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

・市場単価 × 新営補正率 

・補正市場単価 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

・市場単価 × 改修補正率 

・補正市場単価 × 改修補正率 

 

（参考） 

執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）ロ.基準

補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、

本特記仕様書 表１、表２及び表３の改修補正率を用いること。 

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、本特記仕様書 表１、表２及び

表３の補正率を用いて、以下の式により補正する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 ・・・ 物価資料の掲載価格 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 ・・・・・・・・ 物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 

単位施工単価におけるベース単価は、複合単価の方法により算定することになっており、この複合

単価に含まれる労務単価に補正係数（上表の労務費に乗じる補正係数）を乗じて補正して算定する 

シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。補正単位施工単価は、これら補正を

した単位施工単価より算出する。 

 

【工事場所が物価資料の掲載都市の場合】 

週休２日補正後のシフト単価 ＝ 
工事場所の材料単価、補正係数※

を乗じた労務単価を用い算定し
たベース単価 

× 

物価資料掲載の同一規格・仕様、
工事場所の都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、
工事場所の都市のベース単価 

※上表の労務費に乗じる補正係数 
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【工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合】 

週休２日補正後のシフト単価 ＝ 
工事場所の材料単価、補正係数※

を乗じた労務単価を用い算定し
たベース単価 

× 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
地区を包括する代表都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
地区を包括する代表都市のベース単価 

※上表の労務費に乗じる補正係数 

 

 

表１ 建築工事の補正率 

工 種 摘 要※ 
月単位の週休２日工事 及び 週単位の週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.01 1.01 

土工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

地業工事 物価資料 1.01 1.01 

鉄筋工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

コンクリート工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

型枠工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 

既製コンクリート 物価資料 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.01 1.08 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.01 1.01 

石工事 物価資料 1.01 1.01 

タイル工事 物価資料 1.01 1.01 

木工事 物価資料 1.01 1.01 

屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗材仕

上) 
市場単価 1.01 1.01 

左官工事(仕上塗材仕

上以外) 
市場単価 1.01 1.16 

左官工事 物価資料 1.01 1.01 

建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.01 1.10 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.02 1.16 

建具 物価資料 1.01 1.01 



特記仕様書集【建築・建築設備工事】2025-A 

- 6 - 

塗装工事 市場単価 1.01 1.15 

塗装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.01 1.13 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系

床材） 
市場単価 1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系

床材） 
物価資料 1.01 1.01 

仕上げユニット 物価資料 1.01 1.01 

排水工事 物価資料 1.01 1.01 

舗装工事 物価資料 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。 

 

 

 

表２ 電気設備工事の補正率 

工 種 摘 要 
月単位の週休２日工事 及び 週単位の週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、2種金属線ぴ 

及び同ﾎﾞｯｸｽ 
1.01 1.19 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び 

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 

防火区画貫通処理 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 
1.01 1.14 

防火区画貫通処理 

金属管・丸型用 
1.01 1.05 

（電動機その他接続材工事） 

金属製可とう電線管 
1.01 1.15 

配線工事 
600V 絶縁電線及び 

600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 
1.01 1.17 

接地工事 

（接地極工事） 

銅板式、銅覆鋼棒、 

接地極埋設票(金属製) 

1.01 1.01 
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表３ 機械設備工事の補正率 

 工 種 摘 要 
月単位の週休２日工事 及び 週単位の週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 

保温工事 
配管用、ﾀﾞｸﾄ用及び 

消音内貼 
1.01 1.15 

ダクト設備 
低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び 

低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 
1.01 1.15 

ダクト付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、 

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ 
1.02 1.22 

衛生器具設備 

（ユニットを除く） 
取付手間のみ 1.02 1.22 

 

 

（10）工事現場への明示 

受注者は、工事現場において公衆の見やすい場所に、『本工事は、建設産業のワークライフバランス

を推進する週休２日工事』である旨を明示すること。 

 

（11）工事成績評定 

週休２日工事を実施した結果、（２）の達成基準を満たしていると確認できる場合は、工事成績の加

点対象とする。 

 

（補足） 

・実施にあたっては、『静岡市建設工事の担い手確保・育成事業に関するＱ＆Ａ』を参考にすること。 

・上記については、市ホームページ（静岡市トップ）＞しごと・産業＞公共事業の技術政策＞共通仕

様書・ガイドライン＞施工条件明示事項に関連する特記仕様書等 に掲載。   
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快適トイレ設置について 

 

（１）適用 

本仕様書は、建設現場の環境改善につながる快適トイレを設置する工事に適用する。 

 

（２）快適トイレの仕様 

①快適トイレに求める機能及び備品は下記のとおりとする。 

(ア)洋式便座 

(イ)便座除菌シート等の衛生用品 

(ウ)水洗（簡易水洗、し尿処理装置付きも含む） 

(エ)臭い逆流防止機能付き（フラッパー機能） 

（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること） 

(オ)容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 

（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの） 

(カ)照明設備（電池式可） 

（夜間工事や現場が暗い等の支障がなければ設置しなくても良い） 

(キ)衣類掛け等のフック付、又は荷物置き場の設備機能（耐荷重５kg以上） 

(ク)鏡付きの洗面台 

 

②女性専用快適トイレに求める機能及び設備は下記のとおりとする。 

(ケ)上記(ア)～(ク)までの機能及び備品 

(コ)男女別明確な表示 

(サ)出入りの様子が見えない対応(別方向入口や目隠し等) 

(シ)サニタリーボックス 

 

（３）受注者希望による実施 

受注者は、快適トイレ設置工事に指定されていない工事においても、監督員と受注者の協議により

実施することができるものとし、「工事請負契約における設計変更ガイドライン ７．設計変更が可能

なケース ３」に基づき設計変更の対象とする。   
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静岡市建設現場ハラスメント撲滅運動行動指針 

（STOPハラスメント運動） 

 

（１）目 的 

国土交通省は、建設現場の就業環境改善等により、女性が活躍できる建設業の実現や若者の建設業

への入職を促す取組みを実施している。この考えに鑑み、静岡市では、建設現場のパワーハラスメン

トやセクシャルハラスメント等を撲滅し、誰もが就労しやすい環境づくりを推進している。 

 

（２）対象工事 

静岡市が発注する建設関連工事を対象とする。 

 

（３）受注企業の義務 

建設業の担い手確保・育成と公共工事の品質向上を念頭に置き、建設現場のコミュニケーションの

向上を図り、誰もが働きやすい建設現場となるように努力する義務を負う。 

 

（４）実施事業 

下記事業について実施し、建設現場の就労者にどういった事象がハラスメントなのかを理解させる

ことを目標とする。また、大規模工事（請負代金額１億円以上）については、①～⑤のすべてを、そ

れ以外の工事については①～③を実施する。 

①ハラスメント防止活動の実施 

②現場事務所等にポスターの掲示 

③セルフチェック表の配布 

④建設現場に相談窓口の設置 

⑤受注会社に相談員を置く 

 

（５）対象者 

静岡市が発注した建設工事現場で就労している全就労者（元請け、下請けの区別なし） 

 

（６）実施内容（履行必須） 

①ハラスメント防止活動 

月に１度程度、建設現場で実施される朝礼等を利用し、教育資料を配布し、リーフレットを朗読

するなどの研修会を実施し、就労者にパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等を理解させ

る。 

②ポスターの掲示 

ハラスメント防止を目的とした啓発ポスター（※）を現場事務所や職員休憩室等に掲示する。ポ

スターについては市が用意した物以外を利用する事ができる。 

③セルフチェック表の配布 

配布対象や配布方法については自由。様式は（※）を参照のこと。 
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④建設現場に相談窓口の設置 

相談窓口のポスター（※）を現場事務所や職員休憩室等に掲示し、相談窓口を設置すること。ポ

スターについては市が用意した物以外を利用する事ができる。 

⑤相談員 

受注会社に相談員を置き現場の相談に対応する。相談員への教育については、受注会社が厚生労

働省の情報提供等を利用し実施する。 

⑥実施内容の報告 

受注者は、実施内容の状況を写真で撮影し、監督員へ報告するものとする。 

※啓発ポスター、セルフチェック表、相談窓口のポスター等については、市ホームページ（静岡

市トップ＞しごと・産業＞公共事業の技術政策＞建設業の担い手確保・育成事業＞これからの

建設業をささえる人づくり事業 -静岡市担い手確保育成事業-）をご覧ください。 

 

（７）配布資料等 

①事業の効率化のために資料を加筆訂正することや代替資料を使用する事を認める。 

②市が用意した資料は最低限であるので、独自に資料を作成し教育プログラムを実施することや専

門家による研修等の開催なども推奨する。 

 

（８）推奨される企業の体制作り 

①推進体制の整備 

ハラスメント対策を具体的に推進する組織として「防止対策委員会」のような体制を整備する。 

②基本方針の明確・明文化 

企業として「職場のハラスメントは許さない」という方針を企業トップのメッセージとして打ち

出し、就業規則等への規定などハラスメント防止のルールを明確にさせ、その旨を建設現場にも周

知させる。 

③社内や建設現場の実態を把握 

従業員や入職者へのアンケート調査やヒアリングなどで社内の実態を分析し、自社や建設現場の

ハラスメント対策の方向性や課題を把握する。 

④相談・苦情処理体制の整備 

ハラスメントの問題は、予防対策をしっかりとり未然に防ぐことが第一であるが、発生してしま

った場合の対応として相談・苦情処理体制を整備しておくこと。 

⑤従業員や入職者への教育・周知・啓発 

従業員だけでなく、入職者への教育・周知・啓発に心掛けること。   
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建設業の現場環境改善について 

＜静岡市１現場１公開・イメージアップＰＲ作戦事業＞ 

＜静岡市女性環境整備 ポジティブアクション事業＞ 

 

（１）総括基準 

①本仕様書は、現場環境改善に要する費用を計上している工事に適用する。現場環境改善費は建設

業のイメージアップ活動に充当するものであり、地域や一般社会の建設業に対するマイナスイメ

ージを払拭することによって、建設業の担い手確保・育成および健全な発展、さらには公共事業

の円滑な執行に資することを目的とする。受注工事の施工に際しては、監督員と協議して適正な

現場環境改善計画を策定し実施するものとする。 

②具体的な内容、実施時期を施工計画書に記載し監督員と協議して決定するものとする。 

実施する内容は（２）技術基準によるものとする。なお、施工計画書の提出が省略できる工事に

おいては、現場環境改善計画書（様式自由）を提出するものとする｡ 

③受注者は、工事完了後、履行が確認できる資料を完成図書に添付し提出すること。 

なお、資料の様式は、次の市ホームページからダウンロードして使用すること。 

静岡市トップ＞しごと・産業＞公共事業の技術政策＞共通仕様書・ガイドライン＞施工条件明示

事項に関連する特記仕様書等 

 

（２）技術基準 

①事業内容 

（ア）静岡市１現場１公開・イメージアップＰＲ作戦事業 

建設現場の見える化などのイメージアップを実施する事で、市民生活の基盤を担う建設業の魅

力をアピールし、建設業の一層の発展に寄与することを目指す事業。 

（イ）静岡市女性環境整備 ポジティブアクション事業 

女性技術者・技能者が働きやすい環境を整備し、建設業で活躍する女性を増やすことで担い手

確保・育成につなげる事業。 

 

②積算根拠 

（ア）静岡市１現場１公開・イメージアップＰＲ作戦事業 

公共建築工事積算基準等資料 第３編共通費 第２章共通仮設費 ２ 共通仮設費の算定方法

（１）ロ．積み上げによる算定（ハ）工事施設費における「設計図書による現場環境改善費用」

についての費目を計上する。 

（イ）静岡市女性環境整備 ポジティブアクション事業 

公共建築工事積算基準等資料 第３編共通費 第２章共通仮設費 ２ 共通仮設費の算定方法

（１）ロ．積み上げによる算定（ロ）仮設建物費における「①設計図書による現場環境改善費

用」についての費目を計上する。 

 

③実施内容 
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（ア）静岡市１現場１公開・イメージアップＰＲ作戦事業 

a．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板など） 

b．見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

c．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

d．その他、仮囲いによって見えなくなってしまった建設現場を安全に公開し、建設業の魅力を伝

えていく活動など 

（イ）静岡市女性環境整備  

a．女性技術者・技能者における現場事務所の快適化（トイレ※・更衣室・シャワーなど） 

b．女性技術者・技能者における現場休憩所の快適化 

c．その他、女性技術者・技能者の就労環境が向上する取組みなど 

※トイレの快適化に関しては、「快適トイレ特記仕様書」を適用すること。 

 

 


